
最高裁秘書第746号

令和7年3月18日

山中理司様

情報公開・個人情報保護審査委員会委員長

答申書の写しについて（送付）

下記の諮問については、令和7年3月5日に答申 （令和6年度（最情）答申第2

0号）をしたので、答申書の写しを送付します。

記

諮問番号令和6年度（最情）諮問第15号

(担当）秘書課文書開示第一係電話03 （4233） 5249 （直通）



諮問日 ：令和6年6月20日 （令和6年度（最情）諮問第15号）

答申日 ：令和7年3月5日 （令和6年度（最情）答申第20号）

件名：特定期間の最高裁判所の既済事件一覧表の一部不開示の判断に関する件

答 申 書

第1 委員会の結論

別紙1記載の各文書の開示の申出に対し、最高裁判所事務総長が、別紙2記

載の各文書（以下、併せて「本件対象文書」 という。 ）を対象文書として特定

し、その一部を不開示とした判断（以下「原判断」 という。 ）については、別

紙3記載の各部分を開示すべきである。

第2事案の概要

本件は、苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」 という。 ）記第2に定める開示の申出に対し、

最高裁判所事務総長が令和6年4月22日付けで原判断を行ったところ、取扱

要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ、取扱要綱記第11の3に定める

諮問がされたものである。

第3 苦情申出人の主張の要旨

令和5年6月分までの最高裁判所の既済事件一覧表の場合、既済事件の事件

番号は全て開示されていたから、慣行として公にすることが予定されている情

報であり、それによって個人の権利利益を害するおそれも生じていないから不

開示情報には該当しない。また、裁判所ホームページに掲載されている既済事

件の事件番号等については、慣行として公にされた情報であることは明らかで

←

ある。

第4最高裁判所事務総長の説明の要旨

1 苦情申出人は、本件対象文書のうち、既済事件の事件番号が記載された部分

（以下「本件不開示部分」 という。 ）について、同種文書の令和5年6月分ま

では事件番号が全て開示されていたから、慣行として公にすることが予定され

”
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ている情報であり、それによって個人の権利利益を害するおそれも生じていな

いから不開示情報には該当しない旨主張する。

この点について、最高裁判所は、令和5年10月3日付け答申（令和5年（

最情）答申第3号。以下「別件答申」 という。 ）を受け、事件番号が、原則と

して、当事者に個人が含まれる場合は個人識別情報（行政機関の保有する情報

の公開に関する法律（以下「法」 という。 ） 5条1号）に、当事者が法人又は

団体等のみである場合は公にすることにより法人等の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）にそれぞれ相当する

不開示情報であると整理しているところ、本件不開示部分も上記いずれかの不

開示情報に相当すると考えられる。また、事件番号が個人識別情報に相当する

場合の、法5条1号ただし書イ該当性については、文書ごとに個別に判断すべ

きものであるところ、本件対象文書の事件番号が明らかになると、個別の事件

が上告審に係属した等の進行状況が明らかとなり、当該事件の当事者が不利益

を被るおそれが否定できないことから、同号ただし書イの情報には当たらない

ものと考え、本件不開示部分を不開示としたものである。

2 また、苦情申出人は、裁判所のホームページに掲載されている事件番号等に

公表慣行がある旨述べている。

裁判所ウェブサイトに登載された判例検索システムに現に掲載されている情

報や傍聴券交付に関する情報などの裁判所ウェブサイトに掲載した情報につい

ては、公表慣行のある情報に当たると考えられるが、 これらの掲載の有無の確

認は申出内容に応じて検討することが相当である。すなわち、不特定多数の事

件の事件番号が記載されているような文書の開示が問題となっている場合に、

個別の事件番号の具体的な公表事実の有無を全て確認して公表慣行のある情報

を抽出するのは現実的ではなく、個人のプライバシー保護の要請及び迅速な開

示実現の要請からも、求められるものではない。

本件対象文書においては、不特定多数の事件の事件番号が記載されており、
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個別の事件番号の具体的な公表事実の有無を全て確認し抽出することは現実的

ではないと考えられるため、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立

行政法人のみが当事者となっている事件を除き、全て不開示とすることが相当

である。

したがって、苦情申出人の主張には理由がない。

第5調査審議の経過

当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。

①令和6年6月20日 諮問の受理

②同日 最高裁判所事務総長から理由説明書を収受

③同年10月’8日 本件対象文書の見分及び審議

④同年11月15日 審議

⑤同年12月13日 審議

⑥令和7年2月21日 審議

第6 委員会の判断の理由

1 本件対象文書は、特定の集計期間及び特定の事件類型（行政）に係る上告事

件の既済事件一覧表（別紙2記載1から5まで）及び上告受理申立事件の既済

事件一覧表（別紙2記載6から10まで）であり、いずれも、法廷、主任裁判

官、主任調査官、事件番号、上告人、被上告人、備考、上告受理、終局日、終

局区分等の欄から構成されるものである。本件対象文書を見分した結果によれ

ば、本件不開示部分には、当事者に個人又は法人等が含まれる事件の具体的な

事件番号が記載されているものと認められる。

2 当事者に個人が含まれる事件の事件番号について

（1） 当事者に個人が含まれる事件の事件番号は、 これによって特定される事件

の訴訟記録を閲覧すること （民事訴訟法91条1項）等によって各訴訟記録

に記載された当事者の氏名や住所等を知ることができることから、他の情報

と照合することにより､特定の個人を識別することができることとなる情報
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（法5条1号前段括弧書き）に当たるといえ、個人識別情報に相当する。

(2)そして、同号ただし書イに該当するか否かを検討すると、事件番号一般が

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であると認め

られる事情はない。 もっとも、裁判所自らが裁判所ウェブサイトに掲載した

事件番号については、慣行として公にされている情報として、開示するのが

相当である。 この点につき、当委員会庶務をして裁判所ウェブサイトに登載

された判例検索システムを確認させたところ、別紙3記載1から10までに

記載した各番号の事件に係る最高裁判所の判決書又は決定書が、同ウェブサ

イトに掲載され、その事件番号が公表されている事実が認められた。 したが

って、別紙3記載の各事件番号については、同号ただし書イに該当するもの

として開示すべきである。

これに対し、最高裁判所事務総長は、裁判所ウェブサイトに掲載した情報

については、公表慣行のある情報に当たると考えられるとした上で、不特定

多数の事件の事件番号が記載されているような文書の開示が問題となってい

る場合に、個別の事件番号の具体的な公表事実の有無を全て確認して公表慣

行のある情報を抽出するのは現実的ではなく、個人のプライバシー保護の要

請及び迅速な開示実現の要請からも、求められるものではないと主張する。

確かに、本件対象文書には3500件余りの事件の事件番号が記載されてお

り、その全てについて逐一公表の有無を確認することに困難を伴うことは理

解できる。一方で、本件対象文書には上記のとおり多数の事件の情報が記載

されているものの、最高裁判所に係属する事件のうち、裁判所ウェブサイト

に掲載されるものは限定的であり、その多くは判決処理で終わった事件で、

上告不受理により終局した事件については掲載されることは通常考え難く、

これを踏まえると、実際に検討の対象とすべき事件は相当程度絞ることがで

きる。また、裁判所においては、裁判所ウェブサイトで裁判例を公表してお

り、最高裁判所判例集については、民事又は刑事の区分を選択した上で、裁
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判がされた期間を特定して掲載中の判決及び決定を検索することができ、検

索結果の一覧（以下「検索結果一覧」 という。 ）には、事件番号、事件名、

裁判年月日等の情報が裁判年月日順（降順又は昇順）で表示される。そして、

本件対象文書には、 1に記載した情報が終局日順に記載されているから、検

索結果一覧の事件番号中の行政事件に対応した記録符号と裁判年月日の情報

等を用いて照合し、本件対象文書中の事件番号の中から公表済みの事件番号

を特定することに、実現不可能なほどの困難を伴うとはいえない。実際に、

別紙1記載の期間における民事の最高裁判所判決及び決定を検索すると19

6件の事件が表示され、そのうち行政事件に当たるものは69件であり、本

件対象文書との照合も可能であった。したがって、上記最高裁判所事務総長

の主張には理由がない。

(3)一方で、同号ただし書イに該当､しない事件番号については、同号ただし書

ロ及びハにも該当しないことは明らかであることから、同号の不開示情報に

相当する。

これに対し、苦情申出人は、同種文書の令和5年6月分までは事件番号が

全て開示されていたから、慣行として公にすることが予定されている情報で

あると主張する。 しかしながら、最高裁判所事務総長の説明によれば、最高

裁判所においては、別件答申を受けて、事件番号が法5条1号の個人識別情

報に相当する不開示情報であると整理したということであるから、従前は個

人識別情報に相当しないものとして開示されていたといえ、同号ただし書イ

に当たることを根拠に開示されていたものとは認められない。また､最高裁

判所事務総長は、事件番号が同号ただし書イの情報に当たらない実質的な理

由として、本件対象文書の事件番号が明らかになると、個別の事件が上告審

に係属した等の進行状況が明らかとなり、当該事件の当事者が不利益を被る

おそれが否定できないと説明するが、このような事情を考慮した上で、今後

本件対象文書と同種文書の事件番号を公にしない扱いとすると判断すること
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が不合理であるとはいえない。

したがって、当事者に個人が含まれる事件の事件番号のうち別紙3記載の

ものを除いたものは、法5条1号の不開示情報に相当する。

3 当事者に法人等が含まれる事件の事件番号について

当事者に法人等が含まれる事件の事件番号も、個人と同様に、訴訟記録を閲

覧すること等によって各訴訟記録に記載された当事者の名称・所在等を知るこ

とができることから、特定の法人等を識別することができることとなる情報に

当たる。そして、本件対象文書上の当事者に法人等が含まれる事件の事件番号

を公にすることにより、当該法人等を当事者とする訴訟が上告審に係属してい

る事実を明らかにすることとなり、 この事実が明らかになれば、争訟に至った

経緯いかんにかかわらず、当該法人等の信用を損なうおそれがあるなど、不利

益を被るおそれが否定できないから、法5条2号イに相当するものと認められ

る。

4以上のとおり、原判断については、本件不開示部分のうち別紙3記載の各部

分を除く部分は法5条1号又は2号イに規定する不開示情報に相当すると認め

られるので妥当であるが、別紙3記載の各部分は開示すべきである。

なお、本件では上記2(2)に記載したとおり、公表済みの事件番号を特定す

ることに実現不可能なほどの困難を伴うとの判断には至らなかったが、開示の

申出の対象が余りに広範であり、膨大な量の文書が対象となる場合には、対応

に苦慮する事態、すなわち該当する公表済み事件番号の特定等のために膨大な

時間と労力を要する事態も生じ得るところである。一方、文書開示制度におい

ては、迅速な開示実現の要請もあることからすると、上記のような開示の申出

はその態様において相当性を欠くものというべきであり、当委員会の本件にお

ける前記判断は、開示の申出の対象が余りに広範である事案や合理的な特定が

されない事案についてまで、文書の記載内容を全て精査して裁判所ウェブサイ

トに掲載した事件の事件番号との照合を行うべきであるとか、照合対象が余り
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ｉ

に広範であっても常に照合を行うべきであるとまで判断したものではないこと

を付言する。

情報公開・個人情報保護審査委員会
ノ

一

高長 橋 滋委 員

雅 子長委 員 戸

神 裕委 員 川

1
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別紙1

平成33 1年1月から令和5年12月までの以下の文書

最高裁の既済事件一覧表（行政の上告事件）

最高裁の既済事件一覧表（行政の上告受理申立事件）覧表

１
２

／
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別紙2

1 既済事件一覧表（集計期間が「平成31年1月1日～令和1年12月31日」 、

終局区分が「決定（棄却） 」で始まるもの）

2既済事件一覧表（集計期間が「令和2年1月1日～令和2年12月31日」 、

終局区分が「決定（棄却） 」で始まるもの）

3既済事件一覧表（集計期間が「令和3年1月1日～令和3年12月31日」 、

終局区分が「決定（棄却） 」で始まるもの）

4既済事件一覧表（集計期間が｢令和4年1月1日～令和4年12月31日」 、

終局区分が「決定（棄却） 」で始まるもの）

5既済事件一覧表（集計期間が「令和5年1月1日～令和5年12月31日」、

終局区分が「決定（棄却） 」で始まるもの）

6既済事件一覧表（集計期間が「平成31年1月1日～令和1年12月31日」 、

終局区分が「不受理」で始まるもの）

7既済事件一覧表（集計期間が「令和2年1月1日～令和2年12月31日」 、

終局区分が「不受理」で始まるもの）

8既済事件一覧表（集計期間が「令和3年1月1日～令和3年12月31日」 、

終局区分が「不受理」で始まるもの）

9既済事件一覧表（集計期間が「令和4年1月1日～令和4年12月31日」 、

終局区分が「不受理」で始まるもの）

10既済事件一覧表（集計期間が「令和5年1月1日～令和5年12月31日」 、

終局区分が「不受理」で始まるもの）
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別紙3

1 別紙2記載1の文書のうち番号25， 51， 65， 225の各事件番号欄の記

載

2別紙2記載2の文書のうち番号265， 276の各事件番号欄の記載

3 別紙2記載3の文書のうち番号41， 65の各事件番号欄の記載

4別紙2記載4の文書のうち番号28， 33， 57， 122， 279の各事件番

号欄の記載

5別紙2記載5の文書のうち番号9， 11， 22， 216， 258， 279， 2

81， 339の各事件番号欄の記載

6 別紙2記載6の文書のうち番号115， 239， 250， 263， 277， 3

34の各事件番号欄の記載

7 別紙2記載7の文書のうち番号39， 40， 83， 85， 101， 127， 1

41， 144， 145， 152， 335の各事件番号欄の記載

8 別紙2記載8の文書のうち番号20， 72， 125， 155， 161， 17

2， 174， 203， 370の各事件番号欄の記載

9 別紙2記載9の文書のうち番号57， 76， 79， 112， 118， 130，

166， 252， 257， 369， 375の各事件番号欄の記載

10別紙2記載10の文書のうち番号44， 45， 108， 166， 181， 2

26， 302， 310， 328， 361の各事件番号欄の記載
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